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令和４年第３回竜王町議会定例会（第１号） 

                            令 和 ４ 年 ９ 月 ２ 日 

                            午後１時００分開会 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程（第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第４３号 竜王町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条 

            例 

日程第 ４ 議第４４号 竜王町福祉医療費助成条例および竜王町老人福祉医療費助 

            成条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第４５号 竜王町学童保育所の設置および管理に関する条例の一部を 

            改正する条例 

日程第 ６ 議第４６号 令和４年度竜王町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ７ 議第４７号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議第４８号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議第４９号 令和４年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１０ 議第５０号 令和４年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議第５１号 令和４年度竜王町下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議第５２号 令和３年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１３ 議第５３号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第５４号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            歳入歳出決算認定について 

日程第１５ 議第５５号 令和３年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

日程第１６ 議第５６号 令和３年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

日程第１７ 議第５７号 令和３年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

            定について 
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日程第１８ 議第５８号 令和３年度竜王町水道事業会計決算認定について 

日程第１９ 議第５９号 令和３年度竜王町下水道事業会計決算認定について 

日程第２０ 議第６０号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２１ 議第６１号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２２ 報第 ２号 令和３年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２３ 報第 ３号 令和３年度竜王町資金不足比率について 

日程第２４ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

日程第２５ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

日程第２６ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

日程第２７ 議員派遣について 
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２ 会議に出席した議員（１２名） 

 １番 澤 田 満 夫   ２番 中 村 匡 希 

 ３番 福 田 優 三   ４番 鎌 田 勝 治 

 ５番 橘   せつ子   ６番 尾 川 幸左衞門 

 ７番 大 前 セツ子   ８番 磯 部 俊 男 

 ９番 小 西 久 次  １０番 森 島 芳 男 

１１番 岡 山 富 男  １２番 貴 多 正 幸 

３  会議に欠席した議員（なし） 

４  会議録署名議員 

 ５番 橘   せつ子   ６番 尾 川 幸左衞門 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 西田 秀治  教育委員会教育長 甲津 和寿 

竜王町代表監査委員 吉田 定男  竜 王 町 監 査 委 員 鎌田 勝治 

副 町 長 杼木 栄司  総 務 主 監 図司 明徳 

住 民 福 祉 主 監 兼 
住 民 課 長 

川嶋 正明  産 業 建 設 主 監 兼 
農 業 振 興 課 長 

井口 清幸 

会 計 管 理 者 寺本 育美  総 務 課 長 寺嶋  要 

未 来 創 造 課 長 谷  大太  中 心 核 整 備 課 長 森  徳男 

税 務 課 長 中島 孝之  生 活 安 全 課 長 冨田 尚弘 

福 祉 課 長 中原 江理  健 康 推 進 課 長 西村 忠晃 

自 立 支 援 課 長 野村 博嗣  商 工 観 光 課 長 岩田 宏之 

上 下 水 道 課 長 森岡 道友  教 育 次 長 兼 
生 涯 学 習 課 長 

知禿 雅仁 

教 育 総 務 課 長 町田 啓司  学 校 教 育 課 長 岡﨑 吉隆 

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 小森久美子  書 記 井村奈緒美 
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開会 午後１時００分 

○議長（貴多正幸） 皆さん、こんにちは。本来ですと、開会に先立ちまして、町

民憲章の唱和をするところですが、新型コロナウイルス感染症対策の関係で割愛

させていただきます。 

ただいまの出席議員数は１２人であります。よって、定足数に達していますの

で、これより令和４年第３回竜王町議会定例会を開会いたします。 

会議に入ります前に、町長より発言の申出がございますので、これを認めるこ

とにいたします。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） 皆さん、こんにちは。令和４年竜王町議会第３回定例会の開

会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

本日、定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私何

かと御多用の中、御出席いただき厚く御礼を申し上げます。 

８月後半、町内では早生米の刈り取りが始まりましたが、台風シーズンの到来、

猛烈な勢力まで発達した台風１１号の北上が懸念されております。また、新型コ

ロナウイルス感染症の８月感染状況につきましては、新規陽性者の数がこれまで

の過去最多を更新し、特に１０代から３０代など若い世代を中心に感染者が高止

まりをしている状況にございます。我が町におきましても同様でございまして、

改めて基本的な感染対策の徹底を図ることに加え、政府が予定しておりますオミ

クロン株対応のワクチン接種に向け、万全の準備を進めてまいります。 

去る７月には、竜王町地域おこし協力隊に義本健太氏が就任され、ドイツで培

われた経験を活かし、ビール作りを通じた６次産業化の推進や地域活性化に寄与

していただけることとなっております。また、滋賀県広報協会が主催する「令和

３年滋賀県広報コンクール」におきまして、広報りゅうおうが知事賞及び協会長

賞を受賞いたしました。このように、多様な人材が町の発展に貢献することがで

き、町の魅力発信に力を入れて取り組むことが非常に重要だと感じておりますの

で、議員の皆様におかれましても、御理解・御協力のほどをお願い申し上げます。 

最後になりますが、本定例会に提案申し上げます案件につきまして、慎重なる

御審議を賜り、適切な御結論をいただきますようお願い申し上げ、開会に当たり

ましての挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（貴多正幸） これより本日の会議を開きます。 

皆さんのお手元に議会諸般報告書を配付いたしましたので、よろしくお願いい
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たします。 

なお、説明は省略いたしますので、御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（貴多正幸） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１２５条の規定により、５番 橘せつ子議員、６番 尾川幸左衞門

議員を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（貴多正幸） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日９月２日から９月２７日までの２６日間といたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（貴多正幸） 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日９

月２日から９月２７日までの２６日間と決定いたしました。 

なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により

会議を進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどお願い申し上げます。 

それでは、議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第４３号 竜王町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条 

            例 

日程第 ４ 議第４４号 竜王町福祉医療費助成条例および竜王町老人福祉医療費助 

            成条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第４５号 竜王町学童保育所の設置および管理に関する条例の一部を 

            改正する条例 

日程第 ６ 議第４６号 令和４年度竜王町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ７ 議第４７号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議第４８号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第１号） 
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日程第 ９ 議第４９号 令和４年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第２ 

            号） 

日程第１０ 議第５０号 令和４年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議第５１号 令和４年度竜王町下水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（貴多正幸） 日程第３ 議第４３号、竜王町職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例から日程第１１ 議第５１号、令和４年度竜王町下水道

事業会計補正予算（第１号）までの９議案についてを一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました、議第４３号から議第５１

号までの各議案について、提案理由を申し上げます。 

議第４３号、竜王町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

きましては、「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置」のう

ち、人事院からの意見の申出を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律が改

正されました。このことを受け、人事院規則が改正され、令和４年１０月１日か

ら施行されることから、本町においても権衡を図るため、条例の一部改正を行う

ものでございます。 

次に、議第４４号、竜王町福祉医療費助成条例および竜王町老人福祉医療費助

成条例の一部を改正する条例につきましては、福祉医療費助成制度等の見直しに

より、市町福祉医療費助成条例準則及び市町老人福祉医療費助成条例準則が改正

され、対象者の定義、転入者に係る助成の始期等について改められたことから、

関係する条例の一部改正を行うものでございます。 

次に、議第４５号、竜王町学童保育所の設置および管理に関する条例の一部を

改正する条例につきましては、竜王西小学校区に新たに学童保育所を設置するた

め、条例の一部改正を行うものでございます。 

次に、議第４６号、令和４年度竜王町一般会計補正予算（第４号）につきまし

ては、現在お認めをいただいております補正予算（第３号）までの歳入歳出予算

額が、７１億２，０１４万５，０００円でございます。今回、この総額に歳入歳

出それぞれ２億２０万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ７３億２，０３４万９，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の主な内容としまして、歳出予算におきましては、経年劣化対応及び

バリアフリー化のための総合庁舎便所改修工事に要する経費、旧医科診療所の解
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体等工事に要する経費、さらに、新型コロナウイルス感染症に対する施策として、

５回目のワクチン接種実施に係る経費及びコロナ禍における燃油等の高騰に対す

る農業者支援について増額するものでございます。 

歳入予算におきましては、ワクチン接種の財源として国庫支出金、また、庁舎

の便所改修工事及び医科診療所の解体等工事に対する町債を増額するとともに、

前年度繰越金を増額するものでございます。 

繰越明許費補正につきましては、庁舎の便所改修工事が年度末までに完了しな

い見込みであることから追加するものでございます。 

債務負担行為補正につきましては、今年度、次年度以降の事業実施の手続を進

められるよう追加するものでございます。 

地方債補正につきましては、事業実施の財源として追加及び変更するものでご

ざいます。 

次に、議第４７号、令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第２号）につきましては、現在お認めをいただいております補正予算

（第１号）までの歳入歳出予算額が１３億３，４４０万円でございます。今回、

この総額に歳入歳出それぞれ２０万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１３億３，４６０万１，０００円とさせていただくものでご

ざいます。 

補正予算の内容としましては、歳出予算におきまして、国保連合会が実施する

システム改修に要する負担金及び保険給付費等交付金の額の確定により返還金を

増額するとともに、歳入予算におきまして、国保連合会への負担金に対する特別

交付金及び返還金に対する普通交付金剰余金を増額するものでございます。 

債務負担行為につきましては、各健診について次年度に事業が円滑に進められ

るよう設定するものでございます。 

次に、議第４８号、令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

補正予算（第１号）につきましては、歯科におきまして、現在お認めをいただい

ております当初予算の歳入歳出予算額が４，７９０万円でございます。今回、こ

の総額に歳入歳出それぞれ７６万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４，８６６万６，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容としましては、歯科診療所の施設整備工事費を増額するととも

に、前年度繰越金を増額するものでございます。 

次に、議第４９号、令和４年度竜王町学校給食事業特別会計補正予算（第２号）
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につきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第１号）までの歳

入歳出予算額が６，１６０万円でございます。今回、この総額に歳入歳出それぞ

れ１７６万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，

３３６万３，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、令和３年度決算に伴い繰越金が確定したこ

とから、所要の補正を行うものでございます。 

次に、議第５０号、令和４年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、現在お認めをいただいております当初予算の歳入歳出予算額が１

０億３５０万円でございます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ５，１９２万

３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億５，５４

２万３，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容としましては、歳出予算におきまして、令和３年度決算に伴う

介護給付費準備基金積立金及び介護給付費負担金、地域支援事業等負担金の償還

額が確定したことによる償還金を増額するものでございます。 

歳入予算におきましては、前年度繰越金を増額するもの等でございます。 

次に、議第５１号、令和４年度竜王町下水道事業会計補正予算（第１号）につ

きましては、令和４年度竜王町下水道事業会計予算の第３条で定めました収益的

支出の既決予定額５億１，２２７万４，０００円に、今回３０万円を増額し、５

億１，２５７万４，０００円とさせていただきたいものでございます。 

また、第４条で定めました資本的支出の既決予定額３億８，５３６万８，００

０円に、今回４８万円を増額し、３億８，５８４万８，０００円とさせていただ

きたいものでございます。 

補正予算の内容といたしまして、収益的支出につきましては、営業費用の管渠

費のうち、材料費につきまして３０万円増額いたしたいものでございます。資本

的支出につきましては、建設改良費の管渠築造費のうち、工事請負費につきまし

て、マンホールポンプ取替工事費４８万円を増額いたしたいものでございます。 

以上、議第４３号から議第５１号までの各議案につきまして、提案理由を申し

上げたところでございますが、議第４６号につきましては、詳細について担当課

長から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（貴多正幸） 寺嶋総務課長。 

○総務課長（寺嶋 要） ただいま町長から、議第４６号、令和４年度竜王町一般

会計補正予算（第４号）について、提案理由の説明があったところでございます
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が、さらにその内容について、お手元配付の提出議案説明資料１７ページの令和

４年度９月補正予算概要により説明させていただきます。 

主な歳出から説明いたします。 

庁内ネットワーク再構築整備監理業務委託料４１９万１，０００円及び庁内ネ

ットワーク再構築整備業務委託料３，７２４万９，０００円の増額は、耐用年数

を超過した庁内ネットワークについて、竜王町ＤＸ推進計画に基づき、サーバー

の大容量化及びテレワーク、仮想ブラウザ等の導入を含めた再構築整備を行うこ

とから増額するものでございます。 

次に、総合庁舎便所（西側）改修工事監理業務委託料２３８万７，０００円及

び総合庁舎便所（西側）改修工事４，９９９万７，０００円の増額は、総合庁舎

西側の１階から３階の便所について、経年劣化対応、バリアフリー化等を目的と

した改修工事を行うことから増額するものでございます。 

次に、交流・文教ゾーン配水管布設設計業務委託料９９８万８，０００円の増

額は、中心核整備に伴い、綾戸地先のコンビニエンスストアから図書館までの配

水管新設に係る実施設計業務を委託するため増額するものでございます。 

次に、物件補償費１，７３９万７，０００円の増額は、中心核整備に係る綾戸

地先Ｓ字道路の新設に伴い、既設建物等を除却する必要があり、所有者に対して

補償を行うことから増額するものでございます。 

次に、補装具扶助費２１０万円の増額は、座位保持装置、車椅子等の補装具に

ついて、現時点で予算額に近い申請等が既にあり、今後も申請が予想されること

から、不足見込み分を増額するものでございます。 

次に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金４００万円の増額は、令和

４年６月定例会においてお認めをいただきました当該給付金について、課税状況

が確定し、対象者を抽出した結果、該当となる世帯が想定数を上回り予算が不足

することから増額するものでございます。 

次に、予備費（新型コロナウイルスワクチン接種事業）といたしましては、オ

ミクロン株対応ワクチンの接種を１０月から開始する予定であるため、実施に係

る委託料等の経費を増額するとともに、令和３年度事業費の確定により補助金を

返還することとなったことから増額するものでございます。 

次のページに移っていただきまして、ヒトパピローマウイルス予防接種費用助

成金１４０万７，０００円の増額は、子宮頸がん予防ワクチン積極的勧奨の差控

えにより、定期接種の機会を逃し、かつ、自己負担を支払い任意で接種をした者
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に対し、助成を行うことから増額するものでございます。 

次に、清掃費（消耗品費）７９万１，０００円の増額は、各ごみ集積所に設置

するアルミ缶、スチール缶及び紙パック回収袋について、４月から当初の想定以

上に交換する必要が生じており、在庫が不足することから増額するものでござい

ます。 

次に、旧医科診療所解体等工事監理業務委託料２３０万円及び旧医科診療所解

体等工事３，５００万円の増額は、あえんぼクリニックの開所に伴い用途廃止し

た診療所を解体するとともに、隣接している排水路の付替えを行うことから増額

するものでございます。 

次に、農業用燃油等高騰対策緊急支援事業補助金１，１５０万円の増額は、燃

油等の高騰により影響を受ける農業者の経営及び農業生産の安定化を図るため、

米、麦、野菜等を生産及び販売する農業者に対し、県による補助及び町独自補助

を行うことから増額するものでございます。 

次に、土地改良事業費６０万円の増額は、山面工業団地外周の水路に泥が堆積

しており、これにより隣接する農道に埋設されている農業用水送水管の空気弁が

正常に機能していないことから、水路の浚渫を行うため増額するものでございま

す。 

次に、学校管理費といたしまして、竜王小学校分５５万７，０００円の増額は、

校舎で雨漏れが発生しており屋上の修繕を行うことから増額し、竜王西小学校分

４７万７，０００円の増額は、体育館の屋根瓦が破損し雨漏れが発生しており、

修繕を行うことから増額するものでございます。 

続いて歳入補正予算でございますが、１７ページの主な歳入から説明いたしま

す。 

国庫支出金について、障害者自立支援給付費負担金１０５万円の増額は、補装

具扶助費の２分の１について、国が負担することによる増額、新型コロナウイル

スワクチン接種対策費国庫負担金１，０８４万５，０００円の増額は、ワクチン

接種委託料等の実施に係る経費を全額国が負担することによる増額、新型コロナ

ウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金６５４万４，０００円の増額は、

ワクチン接種体制の確保に係る経費を全額国が補助することによる増額、過年度

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金２８６万５，０００円の増額

は、令和３年度のワクチン接種の実施に要した経費について追加で交付されるこ

ととなったことによる増額、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費
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補助金４００万円の増額は、当該給付金の給付について全額国が補助することに

より増額するものでございます。 

次に、県支出金について、障害者自立支援給付費負担金５２万５，０００円の

増額は、補装具扶助費の４分の１について県が負担することによる増額、農業用

燃油等高騰対策緊急支援事業補助金７９０万円の増額は、農業者に対して行う燃

油等高騰対策の県補助分として増額するものでございます。 

次に、町債について、庁舎維持修繕事業債４，７１０万円の増額は、庁舎便所

改修工事の財源とすることによる増額、診療所整備事業債３，３５０万円の増額

は、旧医科診療所解体等工事の財源とするため増額するものでございます。 

次に、その他といたしまして、新型コロナウイルス感染症に対する施策の財源

として、財政調整基金繰入金を３６０万円増額し、今回の補正に伴う一般財源所

要額８，１８６万４，０００円について、前年度からの繰越金を増額するもので

ございます。 

次に、１８ページの繰越明許費補正（追加）について御説明いたします。 

総合庁舎維持修繕事業につきましては、庁舎便所改修工事について年度末まで

に完了できない見込みであることから追加するものでございます。 

次に、債務負担行為補正（追加）でございますが、情報セキュリティー強化対

策整備業務につきましては、庁内ネットワーク再構築整備に当たり、後年度の保

守等を含めて一括で発注したいことから追加するものでございます。 

広報りゅうおう印刷業務につきましては、円滑な事業の実施を図るため、また、

効率的かつ効果的な業務実施のため複数年にわたり契約することから追加するも

のでございます。 

次に、がん検診等の住民健診業務につきましては、次年度に事業が円滑に進め

られるよう、今年度中に契約等に係る事務処理を行う必要があることから、それ

ぞれ追加するものでございます。 

次に、国営日野川土地改良事業負担金につきましては、平成２５年度に債務負

担行為を設定した国営日野川土地改良事業に係る負担金について、当該負担金を

令和５年度に一括償還することから、令和４年度中に償還に係る手続を行う必要

があり、かつ、当時設定した債務負担行為の額と一括償還額との差が生じたこと

から追加するものでございます。 

最後に、地方債補正（追加及び変更）でございますが、先ほど歳入において説

明いたしましたとおり、事業実施の財源とするため追加及び増額の変更を行うも
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のでございます。 

以上、令和４年度竜王町一般会計補正予算（第４号）の説明といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１２ 議第５２号 令和３年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１３ 議第５３号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第５４号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            歳入歳出決算認定について 

日程第１５ 議第５５号 令和３年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

日程第１６ 議第５６号 令和３年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

日程第１７ 議第５７号 令和３年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

○議長（貴多正幸） 次に、日程第１２ 議第５２号、令和３年度竜王町一般会計

歳入歳出決算認定についてから日程第１７ 議第５７号、令和３年度竜王町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてまでの６議案についてを一括議題

といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました議第５２号から議第５７号

までの各議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

議第５２号、令和３年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について、議第５３

号、令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算認定

について、議第５４号、令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算認定について、議第５５号、令和３年度竜王町学校給食事業特別会

計歳入歳出決算認定について、議第５６号、令和３年度竜王町介護保険特別会計

歳入歳出決算認定について及び議第５７号、令和３年度竜王町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算認定についてにつきましては、地方自治法第２３３条第２項

の規定により、町監査委員による審査を終えていただきましたので、同条第３項

の規定に基づき、議会の認定に付するものでございます。 

以上、議第５２号から議第５７号までの各議案につきまして提案理由を申し上
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げたところでございますが、詳細につきましては、会計管理者から説明をさせま

すので、よろしく御審議を賜り御承認いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（貴多正幸） 寺本会計管理者。 

○会計管理者（寺本育美） ただいま、町長から提案理由の説明がありました議第

５２号から議第５７号までの各議案につきましては、令和３年度の一般会計及び

各特別会計のそれぞれの決算について、地方自治法第２３３条第１項及び同法施

行令第１６６条、並びに同法施行規則第１６条及び第１６条の２の規定により調

製をいたしましたもので、その決算概要につきまして御説明申し上げます。 

お手元に決算報告書をお届けいたしておりますので、これを中心に御説明申し

上げたいと思います。 

まず、議第５２号、令和３年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について決算

の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書の１ページを御覧いただきたいと思います。 

一般会計の決算額は、歳入総額が７１億４，３７９万１，９５２円、歳出総額

が６６億８，７２６万２，０４４円となりました。歳入歳出差引額は４億５，６

５２万９，９０８円となり、このうち、翌年度に繰り越した事業に要する財源６，

５８８万４，０００円を差し引きますと、実質収支額は３億９，０６４万５，９

０８円の黒字となります。ここから令和２年度の実質収支額１億７，８８７万４，

１２９円を差し引きますと、単年度収支額は２億１，１７７万１，７７９円の黒

字となります。 

さらに、単年度収支額に、財政調整基金への積立金２億２，０４７万４，４９

３円を加えた実質単年度収支額は、４億３，２２４万６，２７２円の黒字となり

ました。 

次に、決算報告書の１４６ページからを御覧いただきたいと思います。 

令和３年度の歳入の財源構成状況、歳出の目的別並びに性質別決算状況等につ

いて、１５１ページまでにわたり記載しております。金額については千円単位で

ございます。 

まず、１４６ページの歳入の財源構成状況でございますが、自主財源が５９．

４％、依存財源が４０．６％となっており、前年度と比較しますと、自主財源の

割合が８．０ポイントの増となっております。歳入総額では、前年度に比べて１

３億４，３９７万８，０００円の減となり、率にして１５．８％の減となりまし

た。 
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前年度と比較して大きく変動のあった科目や特色あるものについてその要因等

を見てみますと、自主財源のうち増減額の最も大きかった繰入金については、決

算額が２億３，７６１万１，０００円となり、前年度と比較しますと、率にして

２５．３％減少となりました。 

主な要因は、未来につなぐふるさと交竜基金については前年度と同程度の繰入

れを行ったものの、令和２年度には繰上償還のために減債基金の繰入れを行った

ことによるものです。 

次に、依存財源のうち、国庫支出金が歳入全体においても最も増減額が大きく、

１０億７１２万７，０００円の減となりましたが、主な要因は、令和３年度にお

いても新型コロナウイルス感染症関連の補助金等はあったものの、前年度におい

ては、特別定額給付金給付事業費補助金が約１２億円あったことによるものです。 

また、町債においては５億３，６００万３，０００円の減となりました。町債

の額については、普通建設事業の実施の影響を大きく受けますが、令和２年度に

おいては、借入額の最も大きいもので町防災行政情報システム整備に伴う４億円

の借入れを行いましたが、令和３年度においては同規模の普通建設事業がなかっ

たことによるものです。 

次に、増額となったものでは、地方交付税の決算額が２億４，３３７万１，０

００円、前年度と比較して２億９１０万２，０００円の増となりましたが、これ

は、普通交付税について４年ぶりに交付対象となり、１億６，３７１万円の交付

を受けたことによるものです。 

なお、自主財源のうち、歳入全体の４８．３％を占める町税につきましては、

前年度と比較しますと０．８％の増となりましたが、新型コロナウイルス感染症

発生以前の水準には至らない状況となりました。 

以上のように、町財政においても新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中

ではありますが、活用できる財源を最大限に確保し、「明るく元気で活力あふれ

る強いまち」、「次世代に誇れるまち」づくりを柱とし、第六次竜王町総合計画

で定めた１０年後のあるべき姿「若者も暮らしたい希望かなえる輝竜の郷～心弾

む 新時代へのチャレンジ～」の実現に向け、重点施策プロジェクトに位置づけ

た事業を中心に実施しました。 

次に、１４８ページから説明をさせていただきます。 

歳出総額は、前年度に比べて１６億２１１万２，０００円の減、率にして１９．

３％減少となりました。歳出の構成比を目的別に見てみますと、構成比の大きい



- 15 - 

順に、民生費が２７．１％、次に総務費が１５．９％、続いて教育費が１１．

１％、土木費が１０．５％となっております。この中で、対前年度比較で増減額

の大きいものについて説明を申し上げます。金額については、引き続き千円単位

でございます。 

総務費につきましては、前年度と比較して１１億８８９万５，０００円、率に

して５１．０％減少しておりますが、これは、有線放送の設備除却経費による増

があったものの、前年度に実施した新型コロナウイルス感染症緊急経済対策であ

る特別定額給付金事業、約１２億円の影響によるものでございます。 

次に、消防費につきましては、前年度と比較して４億７，８３５万７，０００

円、率にして６５．４％減少しておりますが、これは、町防災行政情報システム

整備工事の完了等によるものでございます。 

続きまして、諸支出金につきましては、前年度と比較して２億８，００９万２，

０００円、率にして１１５．７％の増となっておりますが、これは、財政調整基

金に約２億２，０００万円、減債基金に約７，０００万円の積立てを行ったこと

によるものです。 

次に、１５０ページの性質別の構成比で見てみますと、義務的経費では、人件

費が２２．０％、扶助費が１６．６％、公債費が６．０％となっております。ま

た、投資的経費では、普通建設事業費が６．１％となり、その他の経費について

は、構成比の大きいものでは、補助費等が１８．８％、物件費が１６．８％とな

っております。 

この中で、対前年度比較で増減額の大きいものについて説明を申し上げます。 

投資的経費の構成比は６．１％で、前年度から８．６ポイント減少し、決算額

は、前年度と比較して８億５８８万円、率にして６６．３％の減となりました。

これは、令和３年度においては、普通建設事業費において国民スポーツ大会の開

催に伴う総合運動公園ボルダリング施設整備工事の増約１億２，０００万円があ

ったものの、町防災行政情報システム整備工事の完了、竜王大橋耐震補強工事の

完了、総合運動公園施設の冷温水発生機の更新工事の完了による減等が影響した

ことによるものです。 

また、その他の経費のうち補助費等について、構成比では前年度から１０．６

ポイント減少し、決算額は前年度と比較して１１億７，８６１万８，０００円、

率にして４８．４％の減となりました。これは、令和３年度においては、地方創

生テレワーク交付金の増約９，０００万円があったものの、新型コロナウイルス
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感染症緊急経済対策である特別定額給付金事業の完了による減等が影響したこと

によるものです。 

なお、決算の具体的内容につきましては、歳入は、決算報告書の３ページから

８ページに款別に順を追って記載しておりますので、説明を省略させていただき

ます。歳出につきましては、決算報告書の９ページから１４５ページにわたり各

所管別、予算科目順に事務事業の内容と事業の成果表を併せて列記しております

ので、御覧いただきますようお願いいたします。説明は省略させていただきます。 

また、決算書の１４３ページから１４６ページには、公有財産の土地及び建物

の令和３年度中の増減並びに年度末現在高を、１４７ページからは、山林、物権、

出資による権利の状況を、さらに、１４８ページから１４９ページには、５０万

円以上の重要物品を、１５０ページから１５２ページには基金の年度末現在高を

それぞれ記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。 

なお、土地開発基金及び用品等調達基金のそれぞれの運用状況につきましては、

別冊の調書をお届けいたしておりますので、併せて御参照いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

以上、一般会計の決算概要を申し上げ、提案説明とさせていただきます。 

次に、議第５３号、令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書の１５２ページを御覧いただきたいと思います。 

令和３年度における竜王町国民健康保険の被保険者数については、前年度に比

べ０．５％の増加となりました。被保険者数等の異動状況としましては、大きな

制度改正もなかったことから、おおむね平年並みの異動件数となりました。 

竜王町の居住者全体から見た竜王町国民健康保険への加入割合では、世帯数は

３１．２％、被保険者数は１９．７％となっています。国保の加入世帯数及び被

保険者数等の詳細につきましては、決算報告書の１５２ページに記載のとおりで

ございます。 

決算収支の状況は、歳入総額が１１億６，９１６万６，８０７円、歳出総額が

１１億５，６６３万４，０８０円で、歳入歳出差引額は１，２５３万２，７２７

円となりまして、実質収支額も同額となっております。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入の主なものといたしましては、決算書１５７ページ、款５の国民健康保険

税が２億２，１０５万８，１４４円、１５９ページ、款２５の県支出金が８億６，
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４２４万６，０８３円、１６０ページ、款４０の繰入金が６，８０６万４３５円

でございます。 

次に、歳出の主なものといたしましては、１６５ページ、款１０の保険給付費

が８億３，０８９万１，２９１円、１６７ページ、款１７の国民健康保険事業費

納付金が２億８，０５４万３，３４２円、国保の財政運営主体である県への納付

金です。 

次に１６８ページ、款２５の保健事業費が１，２０２万２，４２６円で、主な

支出は特定健康診査の実施に伴う経費や人間ドック検診の補助金などです。 

１７０ページ、款４０の諸支出金が２，１９９万９，０２６円で、主なものと

いたしましては、前年度の保険給付費等交付金精算による返還金及び医科診療所

の移転整備に伴う施設勘定(医科)への繰出金でございます。 

決算書１７３ページには、財産に関する調書を添付いたしておりますので、併

せて御参照いただきたいと思います。 

以上、国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の決算の概要を申し上げ、提案

説明とさせていただきます。 

次に、議第５４号、令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は１６０ページからでございます。 

まず、医科診療所でございますが、令和３年度は、前年度からの繰越予算も合

わせて、施設の移転整備を進め、１０月に新診療所「あえんぼクリニック」を開

所し、指定管理により運営を行いました。決算収支は歳入総額が２億５，３２９

万８，４３１円、歳出総額が２億５，０８３万８，６４５円で、歳入歳出差引額

は２４５万９，７８６円となりまして、実質収支額も同額となっております。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入の主なものといたしまして、決算書１７９ページ、款１５の県支出金３，

５７２万３，０００円は、新診療所の整備に関して交付を受けた地域医療介護総

合確保基金でございます。 

同じく１７９ページ、款２５の繰入金２，３４４万２，０００円は、事業勘定

及び財政調整基金からの繰入れでございます。 

また、１８０ページ、款４０の町債１億７，８５０万円は、新診療所整備に伴

う借入れでございます。 

歳出の主なものといたしましては、１８１ページ、款５総務費が２億５，０７
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８万５，１１０円で、このうち約２億４，０００万円は医科診療所移転整備に係

る費用で、そのほかは指定管理料やあえんぼクリニック開業に伴う医療従事者確

保支援交付金などでございます。 

以上が医科の内容でございます。 

次に、決算報告書１６３ページ、歯科診療所における決算収支につきまして御

説明申し上げます。 

歳入総額が５，１４０万７，２７２円、歳出総額が４，５１１万４，３４８円

で、歳入歳出差引額は６２９万２，９２４円となりまして、実質収支額も同額と

なっております。 

受診状況は、決算報告書の１６４ページでございますが、年間受診件数は３，

８４９件、年間外来者数は５，９５５人で、新型コロナウイルス感染症予防のた

め一時期診療を控えた前年度と比較すると、両数とも増加し、これにより年間診

療収入も増収となりました。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入の主なものは、決算書１８４ページ、款５の診療収入が４，２９３万７，

５２５円、１８５ページ、款２５の繰入金が１５３万７，０００円でございます。 

歳出の主なものは、決算書１８８ページ、款５の総務費が３，４０４万７，６

５０円で、人件費及び施設の維持管理費などでございます。また、１９０ページ、

款１０の医業費は７６８万２，９１３円で、医療に必要な資材費等でございます。 

決算書の１９３ページから１９５ページには、財産に関する調書を添付してお

りますので御参照いただきたいと思います。 

以上、国民健康保険事業特別会計（施設勘定）の決算の概要を申し上げ、提案

説明とさせていただきます。 

次に、議第５５号、令和３年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定

について決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１６８ページからでございます。 

令和３年度の学校給食については、日々約１，３００食を調理提供する中で、

成長期における園児・児童・生徒の健康増進を図り、併せて、望ましい食習慣の

形成を図る重要な「食育」の実践の場と位置づけ、教育の一環として取り組んで

まいりました。 

前２年度の決算においては、新型コロナウイルス感染症により休校や一時期の

無償提供など影響を大きく受けましたが、令和３年度においては、影響は大幅に
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減少しました。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が５，８７１万４，７８３円、歳出

総額が５，６８５万１，１０３円で、歳入歳出差引額は１８６万３，６８０円と

なりまして、実質収支額も同額となっております。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入でございますが、決算書は１９９ページでございます。 

歳入の主なものといたしましては、款５の給食費負担金が歳入の大部分でござ

いまして、決算額は５，７９１万２１円でございます。 

歳出につきましては、全て給食資材費でございまして、２０１ページ、款５の

給食事業費として５，６８５万１，１０３円でございます。 

以上、学校給食事業特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせていた

だきます。 

次に、議第５６号、令和３年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１７１ページからでございます。 

介護保険の第１号被保険者数は、年度末では３，３４６人で、うち後期高齢者

数は１，５０８人であります。また、要介護・要支援認定者数は５６０人であり

ます。 

決算収支の状況は、１７３ページでございますが、歳入総額が１０億２，３４

３万１，７２６円、歳出総額が９億７，３１５万８，６０２円で、歳入歳出差引

額は５，０２７万３，１２４円となりまして、実質収支額も同額となっておりま

す。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入の主なものといたしましては、決算書２０７ページ、款５の保険料が２億

６，１８０万６，５７８円、款１５の国庫支出金が２億２７８万６，１０７円、

２０９ページ、款２０の支払基金交付金が２億４，１２４万１，２１８円、款２

５の県支出金が１億４，５５０万７０６円、２１０ページ、款３５の繰入金が１

億３，４２４万３，５５９円でございます。 

歳出の主なものといたしましては、決算書２１４ページ、款１０の保険給付費

が８億７，６３０万１，９９８円でございます。 

また、２１８ページ、款１１の地域支援事業費は４，８０３万３，６１３円で

ございます。これは、地域包括支援センターの業務による介護予防事業に要した
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費用でございます。 

続いて、２２２ページ、款２０基金積立金は９８９万１，５５８円で、介護給

付費準備基金に積立てを行いました。 

詳細につきましては、決算報告書の１７１ページから一般状況を、また、１７

３ページ以降に経理状況を、それぞれ記載させていただいております。また、決

算書の２２５ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、御参照い

ただきたいと思います。 

以上、介護保険特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせていただき

ます。 

次に、議第５７号、令和３年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１９３ページからでございます。 

後期高齢者医療制度における被保険者は、７５歳以上の全ての人と６５歳以上

で一定の障がいがあり当制度を選択した人ですが、年度末時点での被保険者数は

１，５５８人で、前年度に比べ３５人、率にして２．３％の増となりました。 

保険給付や保険料額の決定などは、滋賀県後期高齢者医療広域連合が担い、町

においては保険料徴収を行っておりますが、収納率は９９．９３％でありました。 

決算収支の状況でございますが、歳入総額が１億２，２３１万３，２５６円、

歳出総額が１億２，１９２万７，６９９円で、歳入歳出差引額は３８万５，５５

７円となりまして、実質収支額も同額となっております。 

続きまして、決算書により御説明申し上げます。 

歳入の主なものは、決算書２２９ページ、款５の後期高齢者保険料が９，６６

１万８，６４６円、款２０の繰入金は２，４２５万８０９円で、そのうち２，３

０６万３，２０３円は保険基盤安定に係る一般会計からの繰入金でございます。 

次に、歳出でございますが、決算書は２３２ページでございます。 

款５の総務費が１１９万１，３０６円で、資格管理及び保険料徴収の事務費で

ございます。 

また、款１０の後期高齢者医療広域連合納付金が１億１，９５２万４，４８３

円で、被保険者から納付された保険料等を滋賀県後期高齢者医療広域連合に納付

しているものです。 

以上、後期高齢者医療特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせてい

ただきます。 
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これをもちまして、議第５２号から議第５７号までの各議案につきましての提

案説明を終わらせていただきます。 

○議長（貴多正幸） それでは、ここで決算審査報告をお願いします。 

吉田代表監査委員。 

○代表監査委員（吉田定男） それでは、申し上げます。 

令和３年度竜王町歳入歳出決算、並びに竜王町土地開発基金等運用状況の審査

結果について御報告申し上げます。 

第１、審査の概要及び第２、審査の結果については、お手元の意見書のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べさせていただき、報告とさせていた

だきます。 

第３、審査の意見。 

令和３年度の竜王町歳入歳出決算並びに竜王町土地開発基金等の運用状況につ

いて、審査を実施しました。審査に当たり、諸帳簿の照合、計数の確認並びに各

会計の予算執行状況について慎重に審査を行いました。その結果、特に指摘すべ

き事項は見当たりませんでした。決算内容については、大きな不用額のある項目

も見られましたが、ほぼ適正に運営されているものと見受けました。また、審査

を通じて各部署の業務遂行への取組は理解することができましたが、各会計にお

ける経費節減に向けた努力については、今後において、さらに分析を行い、具体

的な説明をされることを期待いたします。 

一般会計は、歳入総額７１億４，３７９万２，０００円、歳出総額６６億８，

７２６万２，０００円でした。歳入歳出差引額は４億５，６５３万円、実質単年

度収支額は４億３，２２４万６，０００円の黒字決算となりました。 

特別会計は、５会計合計で、歳入総額２６億７，８３３万２，０００円、歳出

総額２６億４５２万３，０００円でした。歳入歳出差引額の合計額は７，３８０

万９，０００円となり、前年度比８８３万８，０００円の増加となりました。 

財務状況を見ますと、一般会計の財政力指数が０．９４５となり、令和３年度

は再び普通交付税の交付団体となりました。経常収支比率は前年度比８．２ポイ

ント改善し８０．０％となりました。この主な要因は、分母においては普通交付

税の皆増、法人事業税交付金及び地方特例交付金等の増加、また、分子において

はフルタイムの会計年度任用職員数の減による人件費の減、町債の償還進行によ

る公債費の減少等にあります。 

本町においては、算定の分母に当たる経常一般財源における町税の年度間の変
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動額が大きいことから、町税収入の動向によっては指標が大きく悪化することも

考えられます。一方、経常経費のうちの義務的経費が増加傾向にあると言えます。

また、一般会計、直診会計、水道事業会計、下水道事業会計の町債残高の総合計

は９５億５１７万円と依然として多額な状況であります。ついては、町債残高に

留意しつつ、経常経費の抑制と、町税をはじめとする経常一般財源の安定化・拡

充化の下での戦略的な財政運営が期待されます。 

収入未済状況を見ますと、町税や国民健康保険税等において依然として滞納が

多いと言えます。初動及び滞納対応等を着実に実施され、収納率の向上を図られ

るよう期待します。 

事務状況を見ますと、伺書については、発送日等の記入漏れが一部で散見され

ましたが、おおむね改善傾向にあると言えます。また、効率経営の原点とも言え

る職場の整理整頓についても、改善の兆しが出てきました。整理整頓の定義をい

ま一度各部署で共有され、この改善傾向を定着されることを大いに期待します。 

なお、主任・副主任及び会計年度任用職員の業務分担見直し等については、引

き続き研究され、業務の平準化、時間外勤務の平準化を一段と推進され、ワーク

ライフバランスをより一層意識した業務改善に積極的に取り組まれることを期待

します。 

ところで、平成３０年度に表面化した農村下水道使用料徴収問題、また、令和

２年度に発現した官製談合防止法違反等の事件については、着実な再発防止策の

遂行、「正しい事務処理」の励行をもって、町行政の信頼回復に努められたい。 

最後に、行財政改革並びに業務の効率化を図られ、住民福祉の向上に努められ

ることを期待して、審査の意見とします。 

○議長（貴多正幸） この際、申し上げます。ここで午後２時３０分まで暫時休憩

いたします。 

休憩 午後２時０８分 

再開 午後２時３０分 

○議長（貴多正幸） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１８ 議第５８号 令和３年度竜王町水道事業会計決算認定について 

日程第１９ 議第５９号 令和３年度竜王町下水道事業会計決算認定について 

○議長（貴多正幸） 日程第１８ 議第５８号、令和３年度竜王町水道事業会計決

算認定について及び日程第１９ 議第５９号、令和３年度竜王町下水道事業会計
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決算認定についての２議案についてを一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま上程いただきました、議第５８号及び議第５９号に

つきまして、提案理由を申し上げます。 

議第５８号、令和３年度竜王町水道事業会計決算認定について及び議第５９号、

令和３年度竜王町下水道事業会計決算認定についてにつきましては、地方公営企

業法第３０条第２項の規定により、町監査委員による審査を終えていただきまし

たので、同条第４項に基づき議会の認定に付するものでございます。 

以上、議第５８号及び議第５９号について提案理由を申し上げたところでござ

いますが、詳細につきましては、担当課長から説明をさせますので、よろしく御

審議を賜り、御承認いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（貴多正幸） 森岡上下水道課長。 

○上下水道課長（森岡道友） ただいま町長から提案理由を申し上げました、議第

５８号、令和３年度竜王町水道事業会計決算認定について、決算書に基づき御説

明を申し上げます。 

まず、１ページの令和３年度竜王町水道事業決算報告書を御覧ください。 

第３条予算の収益的収支の収入でございますが、水道事業収益といたしまして

は、営業収益、営業外収益及び特別利益を合わせまして、決算額が３億６，２１

６万４，４１０円で、このうち仮受消費税は２，７３９万３，１６７円でござい

ます。支出でございますが、水道事業費用といたしましては、営業費用、営業外

費用を合わせまして、決算額が３億１，１７４万２，９７７円で、このうち仮払

消費税は１，８０７万２，０２９円でございます。 

次に、第４条予算の資本的収支の収入でございますが、資本的収入といたしま

しては、企業債から他会計負担金までを合わせまして、決算額が１億１，４４５

万５，５００円でございます。支出でございますが、資本的支出といたしまして

は、建設改良費及び企業債償還金を合わせまして、決算額が１億７，９５８万６，

７４２円で、このうち仮払消費税は１，３１９万１，８００円でございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額６，５１３万１，２４２円は、

当年度分消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金で補填いたしまし

た。 

次に、３ページの損益計算書を御覧ください。 
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営業収支は、５４２万３，７４９円の損失となりましたが、営業外収支が４，

６０８万６，４６９円の利益となりましたので、経常利益として４，０６６万２，

７２０円でございます。さらに、特別利益が２０万１，４３７円、当年度純利益

は４，０８６万４，１５７円、これに前年度繰越利益剰余金４，５０６万３，５

２３円を加え、当年度未処分利益剰余金は８，５９２万７，６８０円となるもの

でございます。 

次に、７ページの剰余金処分計算書（案）を御覧ください。 

これは、竜王町水道事業の剰余金の処分等に関する条例に基づき利益の処分を

行うものでございます。 

当年度未処分利益剰余金８，５９２万７，６８０円のうち、減債積立金に１，

７００万円、建設改良積立金へ２，０００万円を積立てさせていただくものでご

ざいます。積立ていたしますと、翌年度繰越利益剰余金は４，８９２万７，６８

０円となります。 

次に、貸借対照表を御覧ください。 

まず、資産の部でございます。固定資産と流動資産を合わせまして、資産合計

は２７億８，６０９万４，９２８円となるものでございます。 

次に、９ページに移りまして、負債の部でございます。固定負債、流動負債及

び繰延収益を合わせまして、負債合計は１９億３，２９８万８，９０６円となる

ものでございます。 

次に、資本の部でございます。資本金と剰余金を合わせまして、資本合計は８

億５，３１０万６，０２２円、したがいまして、負債資本合計は２７億８，６０

９万４，９２８円となるものでございます。 

なお、１１ページ以降につきましては、これらの資料として、注記表及び附属

書類を添付いたしておりますので、御覧いただきたいと存じます。 

以上、令和３年度竜王町水道事業会計決算認定につきましての内容説明とさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議第５９号、令和３年度竜王町下水道事業会計決算認定について、

決算書に基づき御説明を申し上げます。 

まず、１ページの令和３年度竜王町下水道事業決算報告書を御覧ください。 

第３条予算の収益的収支の収入でございますが、下水道事業収益といたしまし

ては、営業収益、営業外収益及び特別利益を合わせまして、決算額が５億７３０

万６，７６２円で、このうち仮受消費税は１，６７８万５，５６９円でございま
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す。支出でございますが、下水道事業費用といたしましては、営業費用及び営業

外費用を合わせまして、決算額が４億７，６０９万１，８０４円で、このうち仮

払消費税は９３２万６，４９８円でございます。 

次に、第４条予算の資本的収支の収入でございますが、資本的収入といたしま

しては、他会計出資金から分担金までを合わせまして、決算額が２億４，９０３

万２，０２０円でございます。支出でございますが、資本的支出といたしまして

は、建設改良費及び企業債償還金を合わせまして、決算額が４億１，０３７万７，

９１０円で、このうち仮払消費税は９６０万３，８９２円でございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億６，１３４万５，８９０

円は、当年度分消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度

分損益勘定留保資金で補填いたしました。 

次に、３ページの損益計算書を御覧ください。 

営業収支は、２億５，１２７万１１１円の損失となりましたが、営業外収支が

２億６，３３１万４，０５７円の利益となりましたので、経常利益は１，２０４

万３，９４６円でございます。さらに、特別利益が１，０５７万９，９７６円、

当年度純利益は２，２６２万３，９２２円、これに前年度繰越利益剰余金２，５

６１万５，１６２円を加え、当年度未処分利益剰余金は４，８２３万９，０８４

円となるものでございます。 

次に、７ページの剰余金処分計算書（案）を御覧ください。 

これは、竜王町下水道事業の剰余金の処分等に関する条例に基づき利益の処分

を行うものでございます。 

当年度未処分利益剰余金４，８２３万９，０８４円のうち、減債積立金に１，

０００万円、建設改良積立金に８００万円を積立てさせていただくものでござい

ます。積立ていたしますと、翌年度繰越利益剰余金は３，０２３万９，０８４円

となります。 

次に、貸借対照表を御覧ください。 

まず、資産の部でございます。固定資産と流動資産を合わせまして、資産合計

は８７億２９７万８２５円となるものでございます。 

次に、負債の部でございます。９ページに移りまして、固定負債、流動負債及

び繰延収益を合わせまして、負債合計は、８２億４，３２６万７，５３８円とな

るものでございます。 

次に、資本の部でございます。資本金と剰余金を合わせまして、資本合計は４
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億５，９７０万３，２８７円、したがいまして、負債資本合計は８７億２９７万

８２５円となるものでございます。 

なお、１１ページ以降につきましては、これらの資料として、注記表及び附属

書類を添付いたしておりますので、御覧いただきたいと存じます。 

以上、令和３年度竜王町下水道事業会計決算認定につきましての内容説明とさ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（貴多正幸） それでは、ここで決算審査報告をお願いします。 

吉田代表監査委員。 

○代表監査委員（吉田定男） それでは、申し上げます。 

令和３年度竜王町水道事業会計決算の審査結果について御報告申し上げます。 

第１、審査の概要及び第２、審査の結果については、お手元の意見書のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べさせていただき、報告とさせていた

だきます。 

第３、審査の意見。 

令和３年度竜王町水道事業会計決算の審査を実施しました。 

審査に当たり、関係諸帳簿との照合及び計数の確認を慎重に行いましたが、特

に指摘すべき事項は見当たりませんでした。また、諸経費の節減をはじめ、公営

企業として効率性や健全な事業経営に努力しているものと見受けました。 

令和３年度の営業収益は２億７，６１３万１，１８８円、営業費用は２億８，

１５５万４，９３７円となり、営業利益はマイナス５４２万３，７４９円となり

ました。また、営業外収益は５，８４３万８，６１８円、営業外費用は１，２３

５万２，１４９円、経常利益は４，０６６万２，７２０円となり、特別利益を加

除した当年度純利益は４，０８６万４，１５７円となり、前年度比９３３万５，

０６７円の大幅な増加となりました。 

この主な要因は、営業費用の大幅な減少、特に原水及び浄水費の大幅な減少の

結果と言えます。具体的には、令和３年度から県水受水契約における基本水量６，

９２０立方メートルを６，２００立方メートルへ変更した成果と言えます。また、

前年度比較で年間配水量が３，５９４立方メートル減、年間有収水量が５，２３

１立方メートル増となり、有収率が９１．９％と高水準を維持していること等に

あると言えます。職員１人当たりの有収水量、営業収益並びに有収率の状況等か

ら見て、効率性は比較的高いと言えます。引き続き未収金の減少をはじめ、現状

況の継続を大いに期待します。 
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本年度の主な工事は、山之上地先他基幹管路布設替工事１億９０万１，０００

円、山之上地先基幹管路布設替その２工事１，６９９万７，０００円等でありま

した。 

昭和５７年７月から開始された全町給水の水道事業は、今後においても安心・

安全かつ安定的に上水道を供給することが求められます。伴い、基幹管路並びに

配水管等の布設替工事については、引き続き計画的に着実に実施されたい。 

一方、当該工事等には多額な費用を要するわけですが、企業債残高は１０億２，

４８４万１，０００円であり、漸増傾向にあります。ついては、この企業債残高

にも十分留意しながら、実施されることを期待します。また、水道事業への町民

の関心を一段と増大させるとともに、町民に現況等を分かりやすく周知の上、町

民の理解の下で事業推進されるよう期待します。 

最後に、水道事業の安定供給並びに健全経営に努められることを期待し、審査

の意見とします。 

続きまして、下水道のほうへ行きます。 

令和３年度竜王町下水道事業会計決算の審査結果について御報告申し上げます。 

第１、審査の概要及び第２、審査の結果については、お手元の意見書のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べさせていただき、報告とさせていた

だきます。 

第３、審査の意見。 

令和３年度竜王町下水道事業会計決算の審査を実施しました。 

審査に当たり、関係諸帳簿との照合及び計数の確認を慎重に行いましたが、特

に指摘すべき事項は見当たりませんでした。また、諸経費の節減をはじめ、公営

企業として効率性や健全な事業経営に努力しているものと見受けました。 

当年度の営業収益は１億６，２０８万１，１８１円、営業費用は４億１，３３

５万１，２９２円、営業利益はマイナス２億５，１２７万１１１円となりました。

また、営業外収益は３億１，８０７万５，４２４円、営業外費用は５，４７６万

１，３６７円で、経常利益は１，２０４万３，９４６円となり、特別損益１，０

５７万９，９７６円を加除した当年度純利益は２，２６２万３，９２２円となり

ました。 

なお、別表２「比較損益計算書」から鑑みますと、当年度中における他会計か

らの補助金は１億６，２１６万１，０００円であり、本補助金及び長期前受金戻

入等を含む営業外収益が営業損失を補い、経常利益を計上していると言えます。 
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当年度の工事としては、建設工事では公共下水道汚水幹線工区その５工事３，

８５０万４，４００円、同その６工事１，８０８万７，３００円、山之上マンホ

ールポンプ設置工事１，３７３万９，０００円等であり、保存工事ではマンホー

ルポンプ修繕業務他２９５万９，５５０円でありました。 

平成３０年度から下水道事業会計は、従前の現金主義・単式簿記の会計方式か

ら、地方公営企業法の財務規定等適用による発生主義・複式簿記の企業会計方式

に移行しております。 

第２表で、職員１人当たりの有収水量、営業収益、排水管距離等を例示しまし

たが、各種指標等を用いて事業経営状況の明確化や透明性の向上を図り、今後と

も効率的な業務活動に努められたい。また、今年度末の企業債残高は３４億７，

４９０万６，８８６円で、平成２５年度末比大幅に減少しておりますが、いまだ

に多額であります。健全経営に向け、長期的な計画の下に事業推進されることを

期待します。 

ところで、平成３０年度に表面化しました農村下水道使用料徴収問題について

は、長期的な事業展望の再確認、農村下水道料金算定基準の再確認、再発防止策

の着実な実行の下に、通常状態への回復を早期に図られたい。併せて、慣習では

なく、条例・規則に沿った処理に努め、町行政の「信頼」回復に努められたい。 

最後に、安定的な下水道事業の継続に向け、広域連携等の研究を含め、経営に

努められることを期待し、審査の意見とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２０ 議第６０号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２１ 議第６１号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２２ 報第 ２号 令和３年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２３ 報第 ３号 令和３年度竜王町資金不足比率について 

○議長（貴多正幸） 日程第２０ 議第６０号及び日程第２１ 議第６１号、竜王

町固定資産評価審査委員会委員の選任についての２議案及び日程第２２ 報第２

号、令和３年度竜王町健全化判断比率について、並びに日程第２３ 報第３号、

令和３年度竜王町資金不足比率についての２報告についてを一括議題といたしま

す。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました議第６０号及び議第６１号
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につきまして、提案理由を申し上げます。 

議第６０号、竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、地方

税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

現在、竜王町固定資産評価審査委員会委員として御尽力いただいております大

﨑五男氏は、令和４年９月３０日をもって任期が満了いたしますが、引き続き大

﨑五男氏を選任いたしたく、提案申し上げるものでございます。 

大﨑五男氏は、（個人情報のため、一部秘匿）近江八幡信用金庫、合併後の滋

賀中央信用金庫の職員として３６年間勤務され、不動産の資産査定など固定資産

に関する経験や知識も大変豊富であります。また、平成２３年から平成２６年ま

で第２１期竜王町農業委員会委員を務められ、特に農地の評価に関し深い見識を

お持ちであります。加えて、（個人情報のため、一部秘匿）地域の人望も厚く、

温厚・公正な判断の持ち主であり、固定資産の評価に関して適正かつ公平な審

査・決定をしていただく竜王町固定資産評価審査委員会委員として適任であると

考えておりますので、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

なお、任期については、令和４年１０月１日から令和７年９月３０日までの３

年間となります。 

次に、議第６１号、竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、

地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

現在、竜王町固定資産評価審査委員会委員として御尽力いただいております布

施九藏氏は、令和４年９月３０日をもって任期が満了いたします。つきましては、

後任として田中秀樹氏を竜王町固定資産評価審査委員会委員として選任いたした

く、提案申し上げるものでございます。 

田中秀樹氏は、（個人情報のため、一部秘匿）昭和５３年に竜王町役場に入庁

され、平成２５年に退職されるまでの間、建設課都市計画係長、企画課企画調整

係長、建設水道課長、住民税務課長、住民福祉主監等の要職を歴任され、固定資

産に関することのほか、行政全般にわたり大変豊富な知識及び経験をお持ちの方

であります。また、平成２９年から令和２年まで第２３期竜王町農業委員会委員

を務められ、特に農地の評価に関し深い見識をお持ちであります。加えて、（個

人情報のため、一部秘匿）地域の人望も厚く、温厚・公正な判断の持ち主であり、

固定資産の評価に関して適正かつ公平な審査・決定をしていただく竜王町固定資

産評価審査委員会委員として適任であると考えておりますので、御承認賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 
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なお、任期については、令和４年１０月１日から令和７年９月３０日までの３

年間となります。 

続きまして、報第２号及び報第３号について報告いたします。 

報第２号、令和３年度竜王町健全化判断比率について及び報第３号、令和３年

度竜王町資金不足比率についてにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、御報告申し上げるも

のでございます。 

令和３年度竜王町健全化判断比率につきましては、決算数値に基づき算定いた

しました結果、実質赤字比率及び連結実質赤字比率について、それぞれ赤字額は

発生しませんでした。実質公債費比率につきましては、早期健全化基準が２５％

であるのに対し、６．３％でありました。将来負担比率につきましては、地方債

残高等の将来負担額に対して基金等の充当可能財源が上回ったことにより算定さ

れませんでした。 

次に、令和３年度竜王町資金不足比率につきましては、決算数値に基づき算定

いたしました結果、水道事業、下水道事業いずれの会計についても資金不足額は

ありませんでした。 

以上、議第６０号及び議第６１号、並びに報第２号及び報第３号につきまして

提案理由を申し上げましたので、よろしく御審議を賜り、御承認いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（貴多正幸） 続きまして、報第２号、報第３号について、審査報告をお願

いします。 

吉田代表監査委員。 

○代表監査委員（吉田定男） 申し上げます。 

令和３年度竜王町健全化判断比率審査意見書について御報告申し上げます。 

１、審査の概要 

この審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定基礎となる事項

を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼を当てて実施しました。 

２、審査の期日 

令和４年８月８日。 

３、審査の結果 

（１）総合意見 

審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定基礎となる事実を記載した
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書類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。 

（２）個別意見 

①実質赤字比率について 

令和３年度の実質赤字比率は、実質収支額が黒字であるため、当該比率につい

ては該当せず、良好な状況にあると認められます。 

②連結実質赤字比率について 

令和３年度の連結実質赤字比率は、連結実質収支額が黒字であるため、当該比

率については該当せず、良好な状況にあると認められます。 

③実質公債費比率について 

令和３年度の実質公債費比率は６．３％であり、早期健全化基準の２５．０％

と比較すると、これを下回り良好な状況にあると認められます。 

④将来負担比率について 

令和３年度の将来負担比率は、将来負担額が充当可能財源等の額以下であるた

め、当該比率については該当せず、良好な状況にあると認められます。 

（３）是正改善を要する事項 

特に指摘すべき事項は認められませんでした。 

以上でございます。 

続きまして、令和３年度竜王町公営企業会計資金不足比率についての御報告を

申し上げます。 

１、審査の概要 

この審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼を当てて実施しました。 

２、審査の期日 

令和４年８月８日。 

３、審査の結果 

（１）総合意見 

審査に付された下記の資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書

類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。 

（２）個別意見 

水道事業会計、下水道事業会計ともに資金不足額がなく、引き続き良好な状態

にあると認められます。 

（３）是正改善を要する事項 
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特に指摘すべき事項は認められませんでした。 

以上でございます。 

○議長（貴多正幸） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

この際、日程第２２ 報第２号、令和３年度竜王町健全化判断比率について、

並びに日程第２３ 報第３号、令和３年度竜王町資金不足比率についての２報告

について、質疑がありましたらこれを認めることにいたします。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（貴多正幸） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、日程第２２ 

報第２号、並びに日程第２３ 報第３号の２報告について報告を終結いた

します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２４ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

日程第２５ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

日程第２６ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

○議長（貴多正幸） 日程第２４から日程第２６ 人権擁護委員の候補者推薦につ

き意見を求めることについてを一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま上程いただきました、人権擁護委員の候補者推薦に

つき意見を求めることについての３件につきまして、提案理由を申し上げます。 

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることにつきましては、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、候補者を法務大臣に推薦させていただくこと

について、議会の御意見を求めるものでございます。 

候補者につきましては、今回、令和４年１２月３１日をもって任期が満了いた

します守 快信氏を再度推薦するものでございます。 

守 快信氏は、（個人情報のため、一部秘匿）平成２０年１月１日から人権擁

護委員として５期を経験されており、現在、人権相談業務をはじめ、人権擁護活

動を精力的に行っておられます。また、人格、識見ともに高く、広く社会の実情

に通じ、住民の信望も厚く、人権擁護について精通された適任者であると考えま

すので、同氏を推薦することについて御承認を賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 
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なお、任期につきましては、令和５年１月１日から３年間でございます。 

次の、人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについてにつきまし

ては、先ほど申し上げましたことと同様の理由により、議会の御意見を求めるも

のでございますが、候補者につきましては、甲津美紀子氏を推薦するものでござ

います。 

甲津美紀子氏は、（個人情報のため、一部秘匿）長年、県内小学校で教壇に立

たれ、教頭職、校長職を経験されるとともに、熱心に人権教育に携わってこられ

ました。平成２９年からは竜王町人権教育啓発講師団の１人として、地域におい

て人権啓発活動を精力的に行ってこられ、人権意識の向上に努めておられます。

また、人格、識見ともに高く、広く社会の実情に通じ、住民の信望も厚く、人権

擁護について精通された適任者であると考えますので、同氏を推薦することにつ

いて御承認を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、任期につきましては、令和５年１月１日から３年間でございます。 

次の、人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについてにつきまし

ては、先ほど申し上げましたことと同様の理由により、議会の御意見を求めるも

のでございますが、候補者につきましては、井田里美氏を推薦するものでござい

ます。 

井田里美氏は、（個人情報のため、一部秘匿）長年、保育士として勤務され、

子どもたちの豊かな心の育成に努められてきました。また、これまでやまびこ作

業所に実施を委託していたスプリングスクールやサマースクールでは、指導員と

して長きにわたり子どもたちの日中活動を支援されたほか、現在は竜王町こども

家庭支援員として、支援が必要な家庭に対し、温かく養育支援をされるなど、豊

富な経験と知識をお持ちでございます。また、人格、識見ともに高く、広く社会

の実情に通じ、住民の信望も厚く、人権擁護について精通された適任者であると

考えますので、同氏を推薦することについて御承認を賜りますよう、よろしくお

願いいたします。 

なお、任期につきましては、令和５年１月１日から３年間でございます。 

以上、人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについての３件につ

きまして、提案理由を申し上げましたので、よろしく御審議を賜り、御承認いた

だきますようお願い申し上げます。 

○議長（貴多正幸） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

この際、日程第２４から日程第２６までを一括して質疑がありましたら、これ
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を認めることといたします。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（貴多正幸） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省略

いたします。 

日程第２４から日程第２６について、それぞれお諮りいたします。 

日程第２４ 人権擁護委員の候補者として守 快信氏を推薦することについて、

適任と認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（貴多正幸） 御異議なしと認めます。 

よって、人権擁護委員の候補者として守 快信氏を推薦することについて、適

任と認めることに決定されました。 

日程第２５ 人権擁護委員の候補者として甲津美紀子氏を推薦することについ

て、適任と認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（貴多正幸） 御異議なしと認めます。 

よって、人権擁護委員の候補者として甲津美紀子氏を推薦することについて、

適任と認めることに決定されました。 

日程第２６ 人権擁護委員の候補者として井田里美氏を推薦することについて、

適任と認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（貴多正幸） 御異議なしと認めます。よって、人権擁護委員の候補者とし

て井田里美氏を推薦することについて、適任と認めることに決定されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２７ 議員派遣について 

○議長（貴多正幸） 日程第２７ 議員派遣についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

竜王町議会会議規則第１２６条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派

遣することにいたしたいと思います。 

なお、緊急を要する場合は、議長においてこれを決定いたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 
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○議長（貴多正幸） 御異議なしと認めます。 

よって、本件はそのように決定いたしました。 

なお、派遣された議員は、派遣の結果を議長に報告していただくようお願いい

たします。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後３時１４分 


